
様式第１号（第７条関係）      

補 助 金 交 付 申 請 書   
令和 ●年 ●月 ●日 

（あて先）徳島市長 

                 申請者   住所    徳島市●●町２－１ 

              ﾌﾘｶﾞﾅ   ﾄｸｼﾏ ﾀﾛｳ 

              氏名     徳島 太郎       （生年月日 1980年〇月〇日）             

電話番号  ０８８－〇〇〇－◇◇◇◇ 

    

徳島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり補助金の交 

  付を申請します。この申請に必要な場合は、私の市税の調査をする事に同意いたします。 

１設置場所の住所  徳島市○○町１－１ 

２申請区分  ■転換       □改築時転換 

３特定地域 
 ■特定地域内    □特定地域外 

  特定地域とは、加茂、加茂名、八万、渭北、佐古及び東富田の各地区の一部のことです。 

４設置前の状況  ■単独処理浄化槽  □くみ取り槽  □撤去済み（改築時転換のみ） 

補 助 金 

５ 

申 請 額 

９５２，０００ 円 

 内訳 設置  332,000 円  撤去 120,000 円 宅内配管 300,000 円    

    加算（特定地域内で行う転換のみ）    200,000 円 

６ 設置する浄化槽の 

人槽区分 
５  人槽 

７住宅等所有者  ■本人  □共有（  人）  □その他（           ） 

８着工予定年月日  令和 ● 年 ● 月 ● 日 

９完成予定年月日  令和 ● 年 ● 月 ● 日 

10 添 付 書 類 ①浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽設置に関する計画書の写し／②設置場所の案内図 

③見積書の写し（浄化槽設置費、撤去費、宅内配管工事費の内訳詳細が分かるもの） 

④浄化槽の構造図／⑤浄化槽の配置配管図／⑥登録証の写し及び登録浄化槽管理票(Ｃ票） 

⑦標準契約書の写し／⑧浄化槽法第７条及び第１１条に係る検査料をその検査機関に払い

込んだことを証する書類又はその写し／ ⑨保証登録証明証 

⑩浄化槽設備士免状の写し及び浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し（昭和６２年度以

前の設備士免状取得者に限る）／⑪住宅等を借りている者は、貸主等の承諾書 ⑫現況配

置配管図又は現況配置平面図／⑬単独処理浄化槽からの転換にあっては、これの使用開始

年月日等に関する情報を確認できる書面【転換の場合】 

⑭申請者本人の住民票の写し又は戸籍の附票【改築時転換の場合】／ ⑮浄化槽法第１１

条検査結果通知書、くみ取り料金請求書等の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の設置が確認

できる書類【改築時転換の場合】 

⑯その他（                          ） 

  既存単独槽等の取扱い   ・撤去  ・有効活用（                   ） 

   私は、徳島市浄化槽設置整備事業補助金に関する申請事務手続きに際して、次の者を私の代理

人として専任し、その権限を委託します。 

申請代理人  住    所     徳島市●●町２－３ 

氏   名      ○○産業株式会社  徳島花子 

電話番号     088－●●●－○○○○ 

徳島市に提出する日を記入して下さい。工事着手予
定日の１０日以上前に提出してください。 

「特定地域」に該当する
かどうかは、申請のし
おりやホームページで
ご確認下さい。 

加算額は、浄化槽工事の総額か

ら算出します。詳しくは申請のし

おりをご覧下さい。 

補助金の交付を受けるためには、既存単独槽・くみ取

り槽を撤去又は、雨水貯留槽等に有効活用する必要

があります。家屋倒壊の危険等により撤去できない場

合は、配管切断等により使用できない状態にしてくださ

い（撤去困難な理由と、将来撤去する旨の誓約書を提

出すること）。 

工務店等が申請者に代わり、

手続きを行う場合は、記入をお

願いします。 

【改築時転換】の場合、⑮既存単独槽等

の設置が確認できる書類が必要です。

書類が準備できない場合は、市にお問

い合わせください。 


